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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のノズルが配列された記録ヘッドを記録媒体に対して相対的に走査させつつ前記ノ
ズルよりインク滴を吐出することによって前記記録媒体に画像を記録するインクジェット
記録装置であって、
前記記録媒体の同一の記録領域に対して前記記録ヘッドを相対的に複数回走査させる走査
手段と、
　前記同一の記録領域に記録すべき画像に対応する多値の画像データを、２値の画像デー
タに変換する変換手段と、
　前記同一の記録領域に対する複数回の走査それぞれに対応する異なるマスクパターンを
用い、前記同一の記録領域に対応する２値の画像データを間引く間引き手段と、
　前記複数回の走査それぞれにおいて前記間引き手段により間引かれた２値の画像データ
に基づいて前記同一の記録領域に間引き画像を記録することにより、前記同一の記録領域
に記録すべき画像を完成させる記録制御手段とを備え、
　前記異なるマスクパターンの夫々は、前記２値の画像データを相対的に高い間引き率で
間引く第１領域と相対的に低い間引き率で間引く第２領域とが前記ノズルの配列方向に配
列されるとともに、前記第１領域の前記ノズル列方向の幅は前記第２領域の前記ノズル配
列方向の幅よりも大きいことを特徴とするインクジェット記録装置。
【請求項２】
　複数のノズルが配列された記録ヘッドを記録媒体に対して相対的に走査させつつ前記ノ
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ズルよりインク滴を吐出することによって前記記録媒体に画像を記録するインクジェット
記録装置であって、
　前記記録媒体の同一の記録領域に対して前記記録ヘッドを相対的に複数回走査させる走
査手段と、
　前記同一の記録領域に記録すべき画像を構成する各画素に対応する多値の画像データを
、２値の画像データに変換する変換手段と、
　前記同一の記録領域に対する複数回の走査それぞれに対応する異なるマスクパターンを
用い、前記同一の記録領域に対応する２値の画像データを間引く間引き手段と、
前記複数回の走査それぞれにおいて前記間引き手段により間引かれた２値の画像データに
基づいて前記同一の記録領域に間引き画像を記録することにより、前記同一の記録領域に
記録すべき画像を完成させる記録制御手段とを備え、
　前記異なるマスクパターンの夫々は、前記２値の画像データを相対的に高い間引き率で
間引く第１領域と相対的に低い間引き率で間引く第２領域とが、前記ノズルの配列方向に
、前記画素の幅の整数倍の幅の単位で、繰り返し配列されてなることを特徴とするインク
ジェット記録装置。
【請求項３】
　前記変換手段は、ドット集中型のドット配置パターンを前記画素に割り当てることによ
り、前記多値の画像データを前記２値の画像データに変換することを特徴とする請求項２
に記載のインクジェット記録装置。
【請求項４】
　前記ノズルの配列方向における、前記第１領域と前記第２領域との境界の位置は、前記
走査方向における位置に応じて異なることを特徴とする請求項２に記載のインクジェット
記録装置。
【請求項５】
　前記境界の位置は、前記走査方向に沿って階段状に変位していることを特徴とする請求
項４に記載のインクジェット記録装置。
【請求項６】
　前記境界の位置は、前記走査方向に沿って波形に変位していることを特徴とする請求項
１に記載のインクジェット記録装置。
【請求項７】
　前記マスクパターンは、前記ノズルの配列方向における幅が異なる複数種類の前記第１
領域と、前記ノズルの配列方向における幅が異なる複数種類の前記第２領域とを有するこ
とを特徴とする請求項２に記載のインクジェット記録装置。
【請求項８】
　複数のノズルが配列された記録ヘッドを記録媒体に対して相対的に走査させつつ前記ノ
ズルよりインク滴を吐出することによって前記記録媒体に画像を記録するインクジェット
記録方法であって、
前記記録媒体の同一の記録領域に対して前記記録ヘッドを相対的に複数回走査させる走査
工程と、
　前記同一の記録領域に記録すべき画像に対応する多値の画像データを、２値の画像デー
タに変換する工程と、
　前記同一の記録領域に対する複数回の走査それぞれに対応する異なるマスクパターンを
用い、前記同一の記録領域に対応する２値の画像データを間引く工程と、
　前記複数回の走査それぞれにおいて間引かれた２値の画像データに基づいて前記同一の
記録領域に間引き画像を記録することにより、前記同一の記録領域に記録すべき画像を完
成させる工程とを備え、
　前記異なるマスクパターンの夫々は、前記２値の画像データを相対的に高い間引き率で
間引く第１領域と相対的に低い間引き率で間引く第２領域とが前記ノズルの配列方向に配
列されるとともに、前記第１領域の前記ノズル列方向の幅は前記第２領域の前記ノズル配
列方向の幅よりも大きいことを特徴とするインクジェット記録方法。
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【請求項９】
　複数のノズルが配列された記録ヘッドを記録媒体に対して相対的に走査させつつ前記ノ
ズルよりインク滴を吐出することによって前記記録媒体に画像を形成するインクジェット
記録方法であって、
　前記記録媒体の同一の記録領域に対して前記記録ヘッドを相対的に複数回走査させる工
程と、
　前記同一の記録領域に記録すべき画像を構成する各画素に対応する多値の画像データを
、２値の画像データに変換する工程と、
　前記同一の記録領域に対する複数回の走査それぞれに対応する異なるマスクパターンを
用いて、前記同一の記録領域に対応する２値の画像データを間引く工程と、
　前記複数回の走査それぞれにおいて前記間引かれた２値の画像データに基づいて前記同
一の記録領域に間引き画像を記録することにより、前記同一の記録領域に記録すべき画像
を完成させる工程とを備え、
　前記異なるマスクパターンの夫々は、前記２値の画像データの記録を許容するエリアと
前記２値の画像データの記録を許容しないエリアとが配列されてなり、且つ前記ノズルの
配列方向に、前記画素の幅の整数倍の幅の単位で、前記記録許容エリアが占める割合が相
対的に高い部分と相対的に低い部分とが繰り返し配列されてなることを特徴とするインク
ジェット記録方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インクを吐出するノズルを高密度に配列してなるノズル列を有するインクジ
ェット記録ヘッドを用いて、記録媒体上に画像を記録するインクジェット記録方法および
インクジェット記録装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンピュータやワードプロセッサ等の情報処理機器および通信機器の普及に伴い、それ
らの機器において処理されたデジタル画像情報を出力する出力装置の需要が高まっている
。この出力装置の一つとして、インク滴を吐出して記録媒体上にドットを形成することに
より画像を形成するインクジェット記録装置が急速に普及している。このインクジェット
記録装置は、記録速度および記録画像の解像度の向上を図るため、インク滴を吐出するイ
ンク吐出口、液路、および記録素子等からなる吐出部（以下、ノズルともいう）を多数個
、集積・配列した記録ヘッドを用いる。
【０００３】
　また、近年ではカラーの記録画像を出力可能とする要求が高まっている。このため、カ
ラー画像を記録するインクジェット記録装置では、黒インクを吐出する記録ヘッドに加え
、複数種のカラーインクを吐出するための記録ヘッドを用いて記録動作を行う。この際、
記録ヘッドと記録媒体とは非接触な状態に保たれるため、低騒音での記録動作が可能とな
る。また、インクジェット記録装置は、ノズルの高密度化によって高解像度の画像を高速
に記録することが可能である。しかも普通紙等の記録材に対しても現像や定着などの格別
な処理を施す必要がないため、低価格で高品位な画像を得ることができるという種々の利
点を有している。特に、オンデマンド型のインクジェット記録装置はそのカラー化が容易
であり、かつ装置自体の小型化、簡略化が可能なことから将来の需要についても有望視さ
れている。また、記録画像のカラー化の要求が高まるにつれ、インクジェット記録装置に
対し、さらなる高画質化と高速化が要請されている。
【０００４】
　一方、近年のノズルの集積配列化の技術進歩を背景に、さらに高密度かつ長尺な記録ヘ
ッドの製作が可能になりつつある。一般に、高密度かつ長尺に製作された記録ヘッドは、
長尺記録ヘッドと呼ばれており、この長尺記録ヘッドは、記録媒体に対する一回の記録走
査によって記録媒体上に記録できる領域の幅を、従来の短尺な記録ヘッドを用いた場合に
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比べて拡大することが可能となる。このため、従来と同様に高い画像品質を維持しつつ、
今までにない高速記録を実現できる極めて有用な技術として、さらなる技術開発が進めら
れている。
【０００５】
　しかしながら、上記のような高密度かつ長尺な記録ヘッドを用いて記録動作を行うイン
クジェット記録装置にあっては、以下のような問題が発生することがある。　
　すなわち、ノズルを高密度に配列した長尺な記録ヘッドから同時に多数のインク滴を吐
出すると共に、高速に記録ヘッドの記録走査ないしは記録媒体の走査を行うと、記録ヘッ
ドと記録媒体との間に不規則な気流（乱流）が発生する。その結果、インク滴の着弾位置
が乱れるという問題が生じる。また、記録ヘッドと記録媒体との間に生じる乱流は、イン
ク液滴の吐出状態に大きく影響していることも知られており、これも着弾精度を低下させ
る要因となっている。そして、このような着弾位置の変動により、画像内には筋状あるい
は渦状の濃度むらが発生し、画像品質を著しく低下させるという問題があり、これが高速
かつ高品質な画像記録を実現する上で妨げとなっている。
【０００６】
　現在、上記のような筋状の濃度むらを解決する技術として、特許文献１または特許文献
２に開示された技術が知られている。　
　特許文献１には、記録ヘッドに設けられているノズル列を、一定のピッチをもって印字
と非印字のノズル群に分け、さらに一定のピッチを細かくする技術が開示されている。こ
の技術によれば、発生するスジ状の濃度むら（スジむら）を視覚上認識し難いものとする
ことができる。
【０００７】
　また、特許文献２には、複数回の主走査によって同一の記録領域内の画像を完成させる
記録方式を採る場合に、同一の記録領域内の画像を複数回の主走査に振り分けるためのマ
スクパターンが開示されている。このマスクパターンは、ノズル列の中央側よりも端部側
の間引き率が大に設定されている。このマスクパターンを用いることにより、端部ノズル
の使用頻度を少なくし、端部ノズルからの吐出ヨレによって生じる濃度むらを解消するこ
とができる。
【０００８】
【特許文献１】特開２００１－１８３７６号公報
【特許文献２】特開２００２－９６４５５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上記各特許文献に記載の技術は、記録ヘッドと記録媒体との間に発生す
る乱流の発生に対する画像の劣化を回避する点において未だ改善の余地がある。すなわち
、記録ヘッドと記録媒体との間に発生する乱流はノズル列の端部に限らず、ノズル列内全
域において発生する可能性があり、また、ノズル列同士の乱流の影響も無視できなくなっ
ている。このため、従来の技術だけでは乱流の発生に対する画像の劣化を十分に回避する
ことが困難である。
【００１０】
　今後、インクジェット記録装置に必要なことは、更なる高速化、高画質化を同時に実現
することである。そのためには、上記のような乱流による画像品質の劣化を改善すること
が求められる。
【００１１】
　本発明はインクの吐出部を高密度に配列した記録ヘッドを用いて高速に記録を行う場合
にも記録ヘッドと記録媒体との間に発生する乱流を低減でき、インク滴の着弾精度の低下
を軽減できるインクジット記録装置およびインクジェット記録方法の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
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　上記目的を達成するための本発明は、以下の構成を有する。
【００１３】
　すなわち、本発明の第１の形態は、前記同一の記録領域に記録すべき画像に対応する多
値の画像データを、２値の画像データに変換する変換手段と、前記同一の記録領域に対す
る複数回の走査それぞれに対応する異なるマスクパターンを用い、前記同一の記録領域に
対応する２値の画像データを間引く間引き手段と、前記複数回の走査それぞれにおいて前
記間引き手段により間引かれた２値の画像データに基づいて前記同一の記録領域に間引き
画像を記録することにより、前記同一の記録領域に記録すべき画像を完成させる記録制御
手段とを備え、前記異なるマスクパターンの夫々は、前記２値の画像データを相対的に高
い間引き率で間引く第１領域と相対的に低い間引き率で間引く第２領域とが前記ノズルの
配列方向に配列されるとともに、前記第１領域の前記ノズル列方向の幅は前記第２領域の
前記ノズル配列方向の幅よりも大きいことを特徴とする。
【００１４】
　本発明の第２の形態は、複数のノズルが配列された記録ヘッドを記録媒体に対して相対
的に走査させつつ前記ノズルよりインク滴を吐出することによって前記記録媒体に画像を
記録するインクジェット記録装置であって、前記記録媒体の同一の記録領域に対して前記
記録ヘッドを相対的に複数回走査させる走査手段と、前記同一の記録領域に記録すべき画
像構成する各画素に対応する多値の画像データを、２値の画像データに変換する変換手段
と、前記同一の記録領域に対する複数回の走査それぞれに対応する異なるマスクパターン
を用い、前記同一の記録領域に対応する２値の画像データを間引く間引き手段と、前記複
数回の走査それぞれにおいて前記間引き手段により間引かれた２値の画像データに基づい
て前記同一の記録領域に間引き画像を記録することにより、前記同一の記録領域に記録す
べき画像を完成させる記録制御手段とを備え、前記異なるマスクパターンの夫々は、前記
２値の画像データの記録を許容するエリアと前記２値の画像データの記録を許容しないエ
リアとが配列されてなり、且つ前記ノズルの配列方向に、前記画素の幅の整数倍の幅の単
位で、前記記録許容エリアが占める割合が相対的に高い部分と相対的に低い部分とが繰り
返し配列されてなるくことを特徴とする。
【００１５】
　本発明の第３の形態は、複数のノズルが配列された記録ヘッドを記録媒体に対して相対
的に走査させつつ前記ノズルよりインク滴を吐出することによって前記記録媒体に画像を
記録するインクジェット記録方法であって、前記記録媒体の同一の記録領域に対して前記
記録ヘッドを相対的に複数回走査させる走査工程と、前記同一の記録領域に記録すべき画
像に対応する多値の画像データを、２値の画像データに変換する工程と、前記同一の記録
領域に対する複数回の走査それぞれに対応する異なるマスクパターンを用い、前記同一の
記録領域に対応する２値の画像データを間引く工程と、前記複数回の走査それぞれにおい
て間引かれた２値の画像データに基づいて前記同一の記録領域に間引き画像を記録するこ
とにより、前記同一の記録領域に記録すべき画像を完成させる工程とを備え、前記異なる
マスクパターンの夫々は、前記２値の画像データを相対的に高い間引き率で間引く第１領
域と相対的に低い間引き率で間引く第２領域とが前記ノズルの配列方向に配列されるとと
もに、前記第１領域の前記ノズル列方向の幅は前記第２領域の前記ノズル配列方向の幅よ
りも大きいことを特徴とする。
【００１６】
　本発明の第４の形態は、複数のノズルが配列された記録ヘッドを記録媒体に対して相対
的に走査させつつ前記ノズルよりインク滴を吐出することによって前記記録媒体に画像を
形成するインクジェット記録方法であって、前記記録媒体の同一の記録領域に対して前記
記録ヘッドを相対的に複数回走査させる工程と、前記同一の記録領域に記録すべき画像を
構成する各画素に対応する多値の画像データを、２値の画像データに変換する工程と、前
記同一の記録領域に対する複数回の走査それぞれに対応する異なるマスクパターンを用い
て、前記同一の記録領域に対応する２値の画像データを間引く工程と、前記複数回の走査
それぞれにおいて前記間引かれた２値の画像データに基づいて前記同一の記録領域に間引
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き画像を記録することにより、前記同一の記録領域に記録すべき画像を完成させる工程と
を備え、前記異なるマスクパターンの夫々は、前記２値の画像データの記録を許容するエ
リアと前記２値の画像データの記録を許容しないエリアとが配列されてなり、且つ前記ノ
ズルの配列方向に、前記画素の幅の整数倍の幅の単位で、前記記録許容エリアが占める割
合が相対的に高い部分と相対的に低い部分とが繰り返し配列されてなることを特徴とする
。
【００１７】
　なお、本発明において「走査」とは、次のような動作を指す。すなわち、略列状に高密
度にノズルを配置した１列のノズル列と記録媒体とをノズルの配列方向に対して交差する
（斜めであってもかまわない）方向に相対的に移動させつつインクを吐出することによっ
て、画像の全てないしは一部を記録する動作のことを指す。従って、ノズル列を主走査方
向に複数本並設した場合には、各ノズル列と記録媒体とが、一回の相対的移動を行うとき
であっても並べたノズル列の数に相当する複数の「走査」が行われると説明する。また、
いわゆるマルチパス記録のように、記録ヘッドと記録媒体とが繰り返し相対的移動を行う
場合にあっても、その相対的移動の繰り返し回数に相当する複数の「走査」が行われたと
説明する。例えば、同色の３本の記録ヘッドを有するヘッドユニットにより３パスのマル
チパス記録を行った場合には、合計９回の「走査」が行われたものとして説明する。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、インクの吐出部を高密度に配列した記録ヘッドを用いて高速に記録を
行う場合にも、記録ヘッドと記録媒体との間に発生する乱流が軽減され、インク滴の着弾
位置を高精度に保つことが可能になり、高品質な画像が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態を詳細に説明する。　
　図１は、本発明の実施形態に適用可能なライン型インクジェット記録装置の概略構成を
示す斜視図である。　
　図１において、１１は記録に使用するインクを貯留してなるインクタンクであり、この
インクタンクには、所定の色材を含有するインクが貯留されている。このインクタンク１
１に貯留されたインクは、インク供給部１２介してラインヘッド（記録ヘッド）１７に供
給される。ラインヘッド１７は、ヘッド保持部材１４によって昇降可能に保持され、記録
媒体１９との対向間隔（以下、紙間と称す）が調整可能になっている。なお、このライン
ヘッドは、後に図２を用いて詳述するように、記録媒体Ｐの幅方向（Ｘ方向）と直交する
方向に沿って、インクを吐出する複数の吐出部（以下、ノズルともいう）を高密度に配列
した構成を有している。また、１５はラインヘッド１７に設けられた各ノズルの吐出口を
密閉、開放可能に設けられたキャッピング部材である。このキャッピング部材１５は、イ
ンク溶剤の蒸発に起因するインクの固着あるいは塵埃などの異物の付着などによる各ノズ
ルの目詰まりを防止する目的で各ラインヘッド毎に設置されている。そして、このキャッ
ピング部材１５は、必要に応じてインク吐出口を密閉（キャッピング）し得るよう構成さ
れている。また、記録媒体Ｐは、不図示の給紙機構によって搬送ローラ１８、搬送ベルト
１６を主な構成要素とする搬送機構に給紙される。この搬送機構およびラインヘッド１７
は、不図示のコントローラ部によってその動作を制御される。すなわち、ラインクヘッド
１７は、コントローラ部からフレキシブルケーブル１３により送られる吐出データに基づ
き各ノズルからインクを吐出し、搬送システムは、ラインヘッド１７におけるインク吐出
動作に同期して記録媒体を搬送する。この記録媒体の搬送動作およびインクの吐出動作に
よって記録媒体に画像が記録される。
【００２０】
　図３は、本発明の実施形態に適用可能なシリアル型インクジェット記録装置の概略構成
を示す正面図である。　
　図において、３２はガイドシャフト２７およびリニアエンコーダ２８によって主走査方
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向（Ｘ方向）に沿って往復移動可能に支持されたキャリッジである。このキャリッジ３２
は、キャリッジモータ３０を駆動し、駆動ベルト２９を移動させることにより、ガイドシ
ャフト２７に沿って往復移動する。また、キャリッジ３２には、複数のインクジェット記
録ヘッド（以下、単に記録ヘッドと称する）２２が着脱可能に搭載されている。各記録ヘ
ッドには、インクを吐出するための吐出部（以下、ノズルとも言う）が主走査方向に沿っ
て複数配列されている。この記録ヘッド２１の各ノズルの内に形成される液路には、液路
内のインクを吐出させるための熱エネルギーを発生する発熱素子（電気熱変換体）が設け
られている。また、２１は、前記各記録ヘッドに所定の色のインクを供給するインクタン
クであり、このインクタンク２１と、記録ヘッド２２とにより、インクカートリッジが構
成されている。
【００２１】
　また、このシリアル型インクジェット記録装置には、普通紙や高品位専用紙、ＯＨＰシ
ート、光沢紙、光沢フィルム、ハガキ等の記録媒体Ｐを搬送する搬送機構が設けられてい
る。この搬送機構は、不図示の搬送ローラと、排紙ローラ２５および、搬送モータ２６な
どを有し、搬送モータ２６の駆動に伴い副走査方向（Ｙ方向）に間欠的に搬送される。
【００２２】
　上記記録ヘッド２２および搬送機構には、後述のコントローラ部から送出される吐出信
号および制御信号がフレキシブルケーブル２３を介して送られ、その吐出信号および制御
信号などに応じて各記録ヘッド２２および搬送機構が動作する。
【００２３】
　すなわち、記録ヘッドの発熱素子は、リニアエンコーダ２８から出力されるキャリッジ
３２の位置信号と、吐出信号とに基づいて駆動され、駆動時に発生する熱エネルギーによ
ってインク滴をノズルから吐出させて記録媒体上に着弾させる。また、搬送機構は、前記
制御信号に基づき、記録ヘッドの主走査と主走査との間において記録媒体を副走査方向へ
と一定量搬送する。この記録ヘッドによる記録動作と搬送機構による搬送動作とを繰り返
すことにより、記録媒体全体に画像が形成される。また、記録領域外に設定されたキャリ
ッジ３２のホームポジションには、記録ヘッドに形成される吐出口の密閉、開放を可能と
するキャップ部３５を備えた回復ユニット３４が設置されている。
【００２４】
　次に、図６を参照しつつ、前述した各インクジェット記録装置の記録ヘッドに設けられ
る吐出部（ノズル）の構造を説明する。　
　図６において、記録ヘッド１７，２２は、インクを加熱するための複数のヒータｎｂが
形成された基板であるヒータボードｎｄと、このヒータボードｎｄの上にかぶせられる天
板ｎｅとから概略構成されている。天板ｎｅには、複数の吐出口ｎａが形成されており、
吐出口ｎａの後方には、この吐出口ｎａに連通するトンネル状の液路ｎｃが形成されてい
る。各液路ｎｃは、その後方において１つのインク液室に共通に接続されており、インク
液室にはインク供給口を介してインクが供給され、このインクはインク液室からそれぞれ
の液路ｎｃに供給される。
【００２５】
　このヒータボードｎｄと天板ｎｅとは、各液路ｎｃに各ヒータｎｂが対応するように位
置決めされて接合される。図６においては、４つのヒータｎｂしか示されていないが、ヒ
ータｎｂは、夫々の液路ｎｃに対応して１つずつ配置されている。このヒータｎｂに所定
の駆動パルスを供給すると、ヒータｎｂ上のインクが沸騰して気泡を形成し、この気泡の
体積膨張により液路ｎｃ内のインクが吐出口ｎａから液滴となって吐出される。また、吐
出口ｎａと、ヒータｎｂと、液路ｎｃとにより、ノズル（吐出部）ｎが構成されている。
【００２６】
　なお、本発明に適用可能なインクジェット記録方式は、図６に示したような発熱素子（
ヒータ）を使用した方式に限定されるものではない。例えば、インク滴を連続噴射し粒子
化するコンティニュアス型のインクジェット方式であれば、荷電制御型、発散制御型等が
適用可能である。また、必要に応じてインク滴を吐出するオンデマンド型のインクジェッ
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ト記録方式であれば、ピエゾ振動素子の機械的振動により吐出口からインク滴を吐出する
圧力制御方式等が適用可能である。
【００２７】
　図７は本実施形態におけるインクジェット記録装置の制御系の一構成例を示すブロック
図である。　
　図７において、７１はホストコンピュータなどをはじめとする外部機器８０から送信さ
れる画像データおよび制御データなどを受信するデータ入力部、７２はデータ入力あるい
は設定操作などを行う操作部である。また、７３は各種の情報処理および制御動作を行う
ＣＰＵ、７４は各種データを記憶する記憶媒体である。この記憶媒体７４には、記録媒体
の主に種類に関する情報、インクに関する情報、記録時の温度、湿度などの環境に関する
情報などの画像記録情報、を格納する記録情報格納部７４ａ、および各種制御プログラム
群を格納するプログラム格納部７４ｂなどを含む。さらに、７５はＣＰＵ７２の処理デー
タや入力データなどを一時的に格納するＲＡＭ、７６は入力された画像データに対して色
変換、二値化処理などを含む所定の画像処理を行う画像データ処理部である。また、７７
は記録ヘッドや搬送機構などによって画像出力を実行する画像記録部、７８は本装置内の
アドレス信号、データ、制御信号などを伝送するバスラインである。
【００２８】
　より具体的に説明すると、外部機器８０としては、例えば、スキャナやデジタルカメラ
などの画像入力機器、あるいはパーソナルコンピュータなどがある。このスキャナやデジ
タルカメラ等から出力される多値画像データ（例えば、ＲＧＢの８ｂｉｔデータ）やパー
ソナルコンピュータのハードディスク等に保存されている多値画像データは画像データ入
力部７１に入力される。また、操作部７２は各種パラメータの設定および記録開始指示の
入力などを行うための各種キーが備えられている。ＣＰＵ７３は記憶媒体中の各種プログ
ラムに従ってインクジェット記録装置全体の制御を行う。記憶媒体７４に格納されるプロ
グラムとしては、制御プログラムやエラー処理プログラムに従ってインクジェット記録装
置を動作させるためのプログラムがあり、本実施形態の動作は全てこのプログラムに従っ
て実行される。また、このプログラムを格納する記憶媒体７４としては、ＲＯＭ、ＦＤ、
ＣＤ－ＲＯＭ、ＨＤ、メモリカード、光磁気ディスクなどが使用可能である。ＲＡＭ７５
は、記憶媒体７４に格納される各種プログラムを実行する際のワークエリア、エラー処理
時の一時待避エリア及び画像処理時のワークエリアとして用いられる。また、ＲＡＭ７５
では、記憶媒体７４の中の各種テーブルをコピーした後、そのテーブルの内容を変更し、
この変更したテーブルを参照しながら画像処理を進めることも可能である。
【００２９】
　画像処理部７６は、入力された多値画像データ（例えば、８ｂｉｔのＲＧＢデータ）を
画素毎に各インク色の多値データ（例えば、８ｂｉｔのＣＭＹBkデータ）に変換する色分
解処理を行う。さらに、その各色の多値データをＫ値（例えば、１７値）のデータに各画
素毎に量子化し、その量子化された各画素が示す階調値“Ｋ”（階調値０～１６）に対応
するドット配置パターンを設定する処理を行う。なお、ここではＫ値化処理には多値誤差
拡散法を用いているが、これに限定されるものではなく、平均濃度保存法、ディザマトリ
ックス法等、任意の中間調処理方法などを用いることも可能である。また、前述のＫ値化
処理を行った後は、それぞれの階調を後述のドット配置パターン（このパターンは、ドッ
ト集中型からなる画像の単位形状ＩＮＤＥＸと称されることがある）に対応させるドット
配置パターン化処理を行う。そして、記録ヘッドによる複数回の記録走査において、ドッ
ト配置パターン化処理によって生成された２値の記録データに対し、間引きマスクパター
ンにより各記録走査に記録データを分配する間引き処理を行う。なお、前記の記録ヘッド
による複数回の記録走査には、２列以上のノズル列を有する記録ヘッドによって行われる
１回の記録走査も含まれる。　
　これら処理を繰り返すことにより、記録ヘッドの各ノズルに対する吐出、不吐出を表す
２値の記録データが作成される。そして、画像記録部７７は、画像データ処理部７６で作
成された２値の記録データに基づいてインクを吐出し、記録媒体上にドット画像を形成す
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る。
【００３０】
　次に、上記各インクジェット記録装置に用いられる記録ヘッドに設けられるノズルの配
列状態を、図２、図４および図５に基づき説明する。　
　図２は、図１に示すフルライン型インクジェット記録装置に用いられる記録ヘッド（ラ
インヘッド）１７のノズルの配列状態を示す図である。　
　図２において、この記録ヘッド１７は、複数本（ここでは４本）のノズル列１７Ａ，１
７Ｂ，１７Ｃ，１７Ｄを記録媒体の搬送方向（Ｙ方向）に並設してなる。各ノズル列は、
同一の構成を有し、いずれも２本の中ノズル列を連結した所謂つなぎヘッドとなっている
。すなわち、ノズル列１７Ａは、中ノズル列１７１と中ノズル列１７５とからなる。また
、ラインクヘッド１７Ｂは、中ノズル列１７２と中ノズル列１７６とからなる。また、ラ
インヘッド１７Ｃは、中ノズル列１７３と中ノズル列１７７とからなる。さらに、ライン
ヘッド１７Ｄは、中ノズル列１７４と中ノズル列１７７とからなる。
【００３１】
　また、各ラインヘッドを構成する各ノズル列１７Ａ，１７Ｂ，１７Ｃ，および１７Ｄは
、次のような構成を有する。なお、各ノズル列はいずれも同一の構成を有するため、以下
の説明では、ノズル列１７Ａを例に採り説明する。
【００３２】
　ノズル列１７Ａを構成する中ノズル列１７１は、複数（ここでは４本）の小ノズル列Ｎ
Ｇ１～ＮＧ４によって構成されている。これらの小ノズル列は、千鳥状に配置されている
。さらに、各小ノズル列は、平均２．５ｐｌのインク液滴を吐出する複数のノズルｎを千
鳥状に配列することにより、副走査方向におけるノズルの配列密度を高密度化した構成と
なっている。また、ノズル列１７１内の隣接する小ノズル列は、互いに端部がオーバーラ
ップしており、ノズル列全体として一定の配列密度が得られるようになっている。この実
施形態では、ノズル列１７１におけるノズルの配列密度は１２００ｄｐｉとなっている。
【００３３】
　このように構成されたノズル列は、４個の小ノズル列、すなわち一つの中ノズル列によ
って略４インチ幅の記録を一記録走査で行うことが可能であり、さらに、ラインヘッド全
体では、各ノズル列１７１，１７５により略８インチ幅の記録が可能になっている。なお
、他のラインヘッド１７Ｃ，１７Ｂ，１７Ｄも同様の構成を有している。
【００３４】
　また、図２では、４個のノズル列が副走査方向（Ｙ方向）に並設されているラインヘッ
ドを示したが、本発明は上記のような構成を有するラインヘッドに限らず、その他の構成
を有するラインヘッドを用いることも可能である。例えば、同一のノズルから大小のイン
ク滴を吐出させることを可能とするものであっても良いし、また濃インクと淡インクを吐
出可能なものであってもよい。また４列に限らず、その他の本数のノズル列を並設したも
のでもよい。
【００３５】
　次に、図４および図５に基づき、図３に示すシリアル型インクジェット記録装置に用い
る記録ヘッドの構成例を説明する。　
　図４に示す記録ヘッド２２は、４本のノズル列２２Ａ、２２Ｂ、２２Ｃおよび２２Ｄが
、単一の記録ヘッド構成部材に並設された構成を有している。各ノズル列には、複数のノ
ズルｎが一定の配列方向（Ｙ方向）に沿って千鳥状に高密度に配列されている。この記録
ヘッドにおいては、各ノズル列の配列密度は１２００ｄｐｉ、各ノズルの平均インク滴量
は２．５ｐｌとなっている。
【００３６】
　また、記録ヘッド２２がキャリッジ３２に装着された状態で、複数のノズルの配列方向
は、記録媒体の搬送方向である副走査方向（Ｙ方向）と一致する。従って、記録ヘッド２
２の走査方向は、この副走査方向と直交するＸ方向となる。
【００３７】
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　一方、図５に示す記録ヘッド２２も、図４に示す記録ヘッドと同様に、４本のノズル列
２２Ａ、２２Ｂ、２２Ｃ、および２２Ｄが、単一の記録媒体構成部材に並設された構成を
有している。
【００３８】
　但し、図５に示す記録ヘッド２２では、各ノズル列が、いずれも２本の小ノズル列を連
結した比較的長尺なノズル列となっている。すなわち、ノズル列２２Ａは、小ノズル列２
２１１と小ノズル列２２５とからなる。ノズル列２２Ｂは、小ノズル列２２２と小ノズル
列２２６とからなる。ノズル列２２Ｃは小ノズル列２２３と小ノズル列２２７とからなる
。ノズル列２２Ｄは、小ノズル列２２４と小ノズル列２２８とからなる。また、各ノズル
列を構成する２本の小ノズル列は、互いに端部がオーバーラップした状態で配置されてい
る。
【００３９】
　さらに、各小ノズル列は、平均２．５ｐｌのインク液滴を吐出する複数のノズルｎをＹ
方向に沿って千鳥状に配列することにより、副走査方向（Ｙ方向）におけるノズルの配列
密度を高密度化した構成となっている。なお、この図５に示す記録ヘッド２２においても
、各ノズル列におけるノズルの配列密度は、１２００ｄｐｉとなっている。
【００４０】
　なお、図４および図５に示す記録ヘッドにおいても、図３に示すように、各ノズル列毎
に記録ヘッドを構成し、それらを個々に着脱可能とすることも可能である。
【００４１】
　次に、本発明の特徴的部分である間引き分割記録の実施形態について説明する。　
　この実施形態では、所定の幅を持つ低記録率領域（高間引き率領域）と高記録率領域（
低間引き率領域）とを有するマスクパターンを用いて記録データを間引くことにより、記
録ヘッドの各ノズルに記録データを分配する。これは、この実施形態の特徴的構成の一つ
である。
【００４２】
　まず、本発明者らが鋭意検討を重ねた結果、本発者らが見い出した本発明の原理につい
て以下に述べる。　
　図３に示すようなシリアル型のインクジェット記録装置において、記録ヘッド２２の走
査を行うキャリッジ３２の走査速度が遅い場合、あるいはノズルが１５０ｄｐｉ程度の極
めて低い密度で配列されている場合には、ノズル列内に発生する乱流は弱い。しかし、ノ
ズルが６００ｄｐｉ以上の高密度で配列され、かつ高速で高記録率の画像を記録すると、
強い乱流が発生する。
【００４３】
　これは次のような実験から確認された。すなわち、記録ヘッド２２と記録媒体Ｐとの距
離間隔を０．５ｍｍから３．０ｍｍ程度に設定し、記録ヘッド２２と記録媒体Ｐとの相対
走査速度が５ｉｎｃｈ／ｓ（ｓｅｃ）を超えるような高速で主走査を行った。この際、６
ｐｌ以下の小液滴を吐出するノズルを６００ｄｐｉ程度の高密度に配列したノズル列を有
する記録ヘッドを使用した場合には、ノズル列の中で同時にインク滴を吐出する領域幅が
広いと、乱流が強く発生し、着弾精度が著しく劣化することが観察された。
【００４４】
　この場合、普通紙に代表されるように紙面が比較的粗な記録媒体では、着弾したインク
滴の拡散（滲み）が大きいことから、ある程度の着弾位置の変動は画質として許容される
範囲にある。しかし、コート紙や光沢紙のように滲みの少ない記録媒体に記録を行う場合
には、着弾位置の乱れが顕在化し、濃度むらとして認識され易い。
【００４５】
　上記のように実験を繰り返した結果、インクジェット記録装置において画像劣化が顕著
に現れる記録条件は以下のようであることが確認された。
【００４６】
　すなわち、
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　(1) 記録ヘッドのノズル列が６００ｄｐｉ以上の密度で略一列（ここで、略一列とは、
図３や図９等に示される千鳥配置も含む）に配置されていること、
　(2) ノズルからのインク滴の量が６ｐｌ以下の小液滴であること、
　(3) 記録ヘッドと記録媒体の相対移動速度、すなわち記録走査速度が５ｉｎｃｈ／ｓ以
上であること、
　(4) 記録ヘッドと記録媒体との距離間隔が０．５ｍｍ以上であること
　等が挙げられる。
【００４７】
　さらに、１回の主走査中における記録率が高いことほど画像の劣化が顕著になるという
ことも確認した。図９はその際のインク液滴の着弾の様子を模式的に示したものである。
【００４８】
　図９Ａは１２００ｄｐｉの密度でノズルを略一列に配列したノズル列からインク滴を吐
出した際の、インク滴の飛翔方向および記録媒体上に形成されたドットの様子を示してい
る。このときの記録条件は、次のように設定した。　
　記録ヘッドと記録媒体との相対移動速度（記録走査速度）は２．５ｉｎｃｈ／ｓという
非常に低速に設定した。各ノズルの駆動周波数は３ｋＨｚに設定した。記録率は１００％
（ノズル列の全てのノズルから吐出させた状態）に設定した。記録ヘッドと記録媒体との
離間距離は０．４ｍｍに設定した。　
　このような記録条件において、図示のように、各ノズル列から吐出されたインク滴は、
図中の矢印に示すように、略同一方向へと飛翔するため、インク滴の着弾位置に乱れが生
じることはなく、濃度むらのない画像が形成された。
【００４９】
　一方、図９Ｂは、記録条件として、記録走査速度を１５ｉｎｃｈ／ｓという高速に設定
すると共に、記録ヘッドと記録媒体との距離間隔を１．５ｍｍに設定し、その他の条件は
図９Ａと同様にしてインク液滴を吐出した状態を示している。　
　この場合、記録ヘッドと記録媒体の間に乱流が生じ、その結果、ノズルから吐出された
インク滴の飛翔方向は不均一になり、着弾位置に乱れが生じた。この着弾位置の乱れによ
り、形成される画像には濃度むらや白スジ、黒スジが発生した。
【００５０】
　図９Ｃは、図９Ａおよび図９Ｂと同様のノズル列において、３ノズル幅の領域ＨＮと６
ノズル幅の領域ＬＮとを交互に設定した場合を示している。ここで、３ノズル幅の領域Ｈ
Ｎは高記録率で記録する高記録率領域とし、６ノズル幅の領域ＬＮは低記録率で記録する
低記録率領域としている。この場合、記録走査速度を１５ｉｎｃｈ／ｓという高速に設定
しても、インク液滴の着弾位置に乱れが生じることはなかった。
【００５１】
　図１０は、１２００ｄｐｉの密度で配列されたノズル列の中に、前述の図９Ｃと同様に
、６ノズル幅の低記録率領域Ｌｎと３ノズル幅の高記録率領域Ｈｎとを交互に設定し、３
回の走査記録を繰り返して画像を形成する様子を示している。図１０Ａは、第１走査時に
吐出されたインク滴の飛翔状態および記録媒体への着弾状態を示している。図１０Ｂは第
２走査時に吐出されたインク滴の飛翔状態および記録媒体への着弾状態を示している。図
１０Ｃは第３走査時に吐出されたインク滴の飛翔状態および記録媒体への着弾状態を示し
ている。図１０Dは、図１０Ａ～図１０Ｃの計３回の走査によるドット形成状態を示して
いる。
【００５２】
　図１０に示すように、この場合にもインクの着弾位置に乱れは生じず、良好な画像を形
成することができる。なお図１０に示す例では、便宜上、低記録率領域からインク吐出を
行わない場合を示しているが、吐出を全く行わないことは、記録条件として必須ではなく
、比率として低ければ同様の効果があることも別途確認している。また図１０では、便宜
上、高記録率領域から全吐出（１００％の記録率）を行う場合を示しているが、低記録比
率の吐出の状態に応じて比率を変えたりすることも可能である。なお、ノズル列内の記録
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率の高低は、記録データを間引くためのマスクパターンＭの間引き率の高低に依存する。
従って、ノズル列内の高記録率領域Ｈｍに対応するマスクパターンの間引き率は低く設定
され、ノズル列内の低記録率領域Ｌｍに対応するマスクパターンの間引き率は高く設定さ
れている。
【００５３】
　図１１ないし図１５は、上述のようにノズル列内に高記録率領域Ｈｎと低記録率領域Ｌ
ｎとを交互に設定するよう、記録データに対する間引き処理を行うためのマスクパターン
を概念的に示した図である。　
　図１１に示すマスクパターン１１０は、低記録率領域（高間引き率領域）Ｌｍと、高記
録率領域（低間引き率領域）Ｈｍと、を交互に配列したパターンとなっている。低記録率
領域（高間引き率領域）は、前述の画像処理部７６で２値化された記録データを、高い間
引き率で間引く領域である。また、高記録率領域（低間引き率領域）Ｈｍは、前記２値化
された記録データを低い間引き率で間引く領域である。この各領域Ｌｍ，Ｈｍは、主走査
方向に沿って直線的に延在する短冊状の領域となっている。
【００５４】
　なお、マスクパターンの間引き率とは、予め定めた記録許容エリアと非記録エリアとで
構成されるマスクパターンの全エリアのうち、間引く箇所を示す非記録エリアが占める割
合を指す。一方、マスクパターンの記録率とは、予め定めた記録許容エリアと非記録エリ
アとで構成されるマスクパターンの全エリアのうち、記録許容エリアが占める割合を指し
、マスクパターンの記録率と間引き率とは逆の意である。よって、前述の低間引き率領域
と高記録率領域、高間引き率領域と低間引き率領域、はそれぞれ同じ意を表わす。また、
マスクパターンの間引き率および記録率は予め定められた値であり、いずれも画像データ
に影響される値ではない。
【００５５】
　このマスクパターン１１０を用いれば、図２、４、５に示すような高密度にノズルを配
置したノズル列の記録ヘッドを高速走査して記録を行った場合にも、図９Ｃおよび図１０
に示すような良好なインク滴の飛翔状態を得ることができる。これにより、着弾誤差の少
ない良好な画像を形成することができる。
【００５６】
　例えば、マスクパターン１１０によって記録データを間引くことにより、ノズル列は、
図９Ｃおよび図１０に示すような状態となる。すなわち、ノズル列は、吐出されるインク
滴の数が傾向的に多くなる領域（高記録率領域）Ｈｎと、吐出されるインク滴の数が傾向
的に少なくなる領域（低記録率領域）Ｌｎとに交互に分割された状態となる。換言すれば
、高記録率領域Ｈｎのノズル列方向における幅は、低記録率領域Ｌｎによって分割された
状態となる。これにより、記録ヘッドと記録媒体との間隙に発生する乱流レベルが低減さ
れると共に、着弾位置の変動はノズル列全体に亘って均一化され、良好な品質の画像を得
ることができる。
【００５７】
　ここで、高間引き率領域と低間引き率領域とが交互に配列されたマスクパターンを用い
ることよって、上述した着弾位置のズレが低減する理由（メカニズム）について、本発明
者の推測であるが説明する。
　シリアル方式やフルライン方式のインクジェットプリンタにおいて、短時間で画像を完
成させるためには、高い記録率で高速な相対走査を行うことが必要となる。この際、記録
ヘッドと記録媒体との隙間に気流の乱れが生じることは上述した通りである。この気流の
発生量と乱れ方は走査速度や記録率に大きく依存するが、マスクパターンにおける間引き
率分布を本発明の如く構成することで上記気流の乱れが抑制される。
　すなわち、記録ヘッドと記録媒体との高速な相対走査によって、相対走査方向における
記録ヘッド先頭側から後続側に大きな気流が発生する。これが前述した記録ヘッドと記録
媒体との隙間に生じる気流である。この気流に略直交する方向に対して記録ヘッドからイ
ンク滴が高密度で吐出されるが、この高密度なインク吐出によって前記気流に乱れが生じ
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る。具体的には、高密度な吐出インクの壁を迂回するように気流が生じる。すると、この
迂回気流によってインク滴の吐出方向が変化し、これが着弾位置ズレに繋がる。
　ところが、ノズル配列方向の間引き率が高、低、高、低のように交互に配されたマスク
パターンを用いると、高密度な吐出インクの壁に隙間が生じることになる。具体的には、
マスクパターンの高間引き率領域に対応する箇所が前記隙間となることから、吐出インク
の壁にはノズル配列方向に交互の隙間が生じる。すると、この隙間から気流が抜け、その
分、迂回する気流の量が減り、結果的に、この迂回気流による着弾位置ズレも抑制される
。
【００５８】
　なお、記録ヘッドの一回の走査によって形成される画像は、記録データにもよるが、傾
向的には、図１１に示すマスクパターンに対応して高記録率にて記録される領域と低記録
率にて記録される領域とが交互に形成される。　
　図３に示すようなシリアル型のインクジェット記録装置では、高記録領域と低記録領域
との位置を変更した複数の相補的なマスクパターンを用意しておき、これを各走査毎に切
換えて同一色の記録ヘッドに供給する。これにより、同一の走査領域に対し複数回の記録
走査で同一色の画像を完成することができる。
【００５９】
　図１に示すようなフルライン型の記録装置において、上記マスクパターンを用いて記録
動作を行う場合には、同一色のインクを吐出する複数本のノズル列を有するラインヘッド
を設けると共にシリアルプリンタと同様に相補的な複数種のマスクパターンを用意する。
そして、各マスクパターンによって間引かれた画像データを各ノズル列に供給して記録動
作を行う。これにより、同一の記録領域に対し実質的に複数回の走査が行われて同一色の
画像が完成する。
【００６０】
　図１２に示すマスクパターン１２０は、図１１に示すマスクパターン１１０と同様に、
短冊状をなす低記録率領域Ｌｍと高記録率領域Ｈｍとを交互に配列したパターンとなって
いる。しかし、ここに示すマスクパターンは、高記録率領域Ｈｍと低記録率領域Ｌｍとの
境界が、連続的にノズルの配列方向に変化している（うねっている）ものとなっている。
この場合には、図１１に示したものと同様に、気流による画質劣化を低減することができ
る。さらに、一回の走査において、ノズル列の中の一つのノズルが高記録率による記録と
、低記録率による記録とを行うことになるため、ノズルの使用頻度を均一化することが可
能となる。このため、このマスクパターン１２０には、各ノズルの寿命を均一化でき、記
録ヘッド全体の寿命を高めることができるという利点がある。また、上記のように短冊状
の各領域に波形のうねりを持たせることにより、各領域間にスジむらが発生するのを低減
することができる。
【００６１】
　また、記録ヘッドが斜めに取り付けられていると、一般には、形成される画像に筋むら
が発生する懸念がある。しかし、この問題は、ヘッドの取り付け精度を高めることで解消
される。特にフルマルチ型ラインプリンターではヘッドをプリント装置に固定し、被記録
媒体を搬送するため、シリアルタイプに比べて印字に対する影響は少ない。
【００６２】
　図１３に示すマスクパターン１３０は、低記録率領域Ｌｍおよび高記録率領域Ｈｍのノ
ズル列方向における幅を不等間隔に構成した例を示している。また、ここでは、２回の記
録走査で同一の記録領域における画像を完成させる場合に用いるマスクパターンを示して
いる。図中１３０ａは、第１回目の走査において用いるマスクパターンを、１３０ｂは第
２回目の走査において用いられるマスクパターンをそれぞれ示している。　
　この場合においても高記録率領域の幅が所定の領域幅以下であれば、記録ヘッドと記録
媒体との間に発生する乱流を軽減することができるため、良好な画像を形成することがで
きる。また、ノズル列が比較的長尺になるとノズル列内に対応する位置で、記録媒体との
間に気流の分布が生じるため高記録比率の領域幅はノズル列内の位置に応じて設計するこ
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とが好ましい。
【００６３】
　図１４は、４回の記録走査で画像を完成させる場合に用いられるマスクパターンを示し
ている。この場合においても高記録率領域幅が所定の領域幅以下でれば、気流による悪影
響を受けにくくすることができ、良好な画像を形成できる。　
　また４回の走査で同一の記録領域に対する記録を完成させる場合（記録率１００％の記
録を行う場合）、各走査を均等の記録率で記録する場合には、各走査における記録率は、
２５％になる。このため、上記のように高記録率領域の幅を非常に狭い幅に設定したマス
クパターンを用いなくとも乱流によるインク滴への影響が少なくなる場合がある。しかし
ながら図１５のように、高記録率領域の幅を広く設定すると視覚的に認識し易いピッチで
濃度むらが現れ易いので望ましくない。
【００６４】
　さらに、多くの記録走査で画像を完成させる場合には、上述の理由により、一回の走査
における記録率が低くなり、乱流があまり発生しないため、上記のような短冊状の高記録
率領域を設定する必要がない場合もある。すなわち、本発明は、記録マトリックスが６０
０ｄｐｉ以上の解像度であり、４回以下程度の走査回数で画像を完成させようとした場合
に有効である。特に、より顕著な効果が現れるのは、２回の走査で画像を完成させる場合
である。これは、シリアル型のインクジェット記録装置に限らず、前述のようにフルライ
ン型のインクジェット記録装置で同色インクを吐出するノズル列が２列以上並設され、各
ノズル列によって同一色の画像を完成させる場合も同様である。
【００６５】
　以上のように、本発明者らは鋭意検討を重ねた結果、同一の記録走査において周期的、
非周期的に拘わらず高記録比率領域と低記録率領域とを交互に出現させると共に、高記録
率領域を所定の領域幅以下に配列することが有効であることが確認された。すなわち上記
のように記録比率を設定すれば、高密度にノズルを配置した記録ヘッドを用いて高速記録
を行う場合にも、記録ヘッドと記録媒体との間に生じる乱流は低減され、着弾位置の変動
がノズル列全体に亘って低減されることを実験的に確認することができた。また、高記録
比率領域の短冊幅を広くすると、高記録領域の内部で乱流が発生し画質を維持できなくな
ることも確認できた。さらに、乱流による影響を軽減するという観点からすると、低記録
率領域の短冊幅は広いほうが望ましいが、低記録率領域を広げた場合には、必然的に画像
を完成させるための記録走査の回数を増すことが必要となる。このため、低記録率領域の
幅は適度な広さに設定することが望ましい。例えば２回の記録走査で完成させる場合には
、ノズル列内の低記録率領域の合計が高記録率領域の合計と同等であることが求められる
。また画像を間引き分割して完成させることが必要であるため、本発明では、低記録率領
域の幅の合計が高記録率領域の幅と合計と同等となるように複数回の記録走査（マルチパ
スによる複数走査あるいは多ヘッドによる複数走査）を行うことが必要となる。
【００６６】
　さらに実験によって確かめられた結果について詳説する。　
　ノズルの配列密度が６００ｄｐｉである記録ヘッドを用い、記録ヘッドと記録媒体との
間隔を１．５ｍｍに設定し、かつ１５ｉｎｃｈ／ｓの走査速度で記録動作を行った。
【００６７】
　この場合、６４ノズル分による２．４ｍｍ幅の高記録率領域Ｈｍと、２．４ｍｍ間隔の
ほぼ記録を行わない低記録率領域Ｌｍとを設定した短冊状の間引きマスクパターンを用い
た。この場合、ノズル列の高記録領域Ｈｎから吐出されたインク滴に、乱流による着弾の
乱れが生じた。
【００６８】
　この高記録率領域Ｈｍの短冊幅を徐々に縮めて行き、３２ノズル分に相当する１．２ｍ
ｍ幅に設定したところで、乱流による画像の濃度むらが、画像品質として問題とならない
程度にまで低減された。従って、高記録率領域の短冊幅を１．２ｍｍ以下に設定すれば、
通常のインクジェット記録装置において画像劣化を無視し得る程度に抑えながら高速記録
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を行い得ることが明らかになった。
【００６９】
　また、記録条件として、走査速度を５ｉｎｃｈ／ｓから５０ｉｎｃｈ／ｓ、記録ヘッド
と記録媒体との距離間隔を０．５ｍｍから３．０ｍｍ、吐出液滴の体積を６ｐｌ以下とし
て実験を行った。この場合には、上記のように、高記録率領域を非常に細かい短冊幅に設
定することで画質劣化を低減することができた。このような画質劣化低減効果は、ノズル
列を２列以上並設し、ラインヘッドと記録媒体との相対移動によって記録するフルライン
型のインクジェット記録装置や、２パス以上の記録走査を行うシリアル型のインクジェッ
ト記録装置のいずれにおいても同様に得られた。
【００７０】
　また、高記録率領域の幅を１．２ｍｍより広げた場合にも、乱流の発生はある程度軽減
できるが、所定幅ピッチのスジが顕著になり易く、画像品質としてあまり好ましい結果が
得られなかった。　
　すなわち、同一の記録領域に対して３回の記録走査で画像を完成させる場合には、各走
査における記録比率は、３回の記録走査の合計の記録率の３分の１となり、４回の記録走
査で画像を完成させる場合には４分の１となる。このため、各走査において発生する乱流
は低減される。つまり、上記のようにマスクパターンによって設定される高記録率幅が１
．２ｍｍを超えても良好な記録結果を得ることは可能である。例えば、４パスでは各記録
走査で記録を担当する最大記録率が２回の記録走査で画像を完成させる場合の半分に相当
するため、高記録率領域の所定幅を最大２．４ｍｍまで拡幅しても乱流による影響は低減
することができる。しかし、高記録領域の幅が１．２ｍｍを超えると、前述のように、視
覚的にスジむらを視認し易い周期での記録になるため、望ましくない。
【００７１】
　また、高速記録を行った場合、記録媒体の種類によっては、微小な乱流の影響が残るこ
とがあった。例えば、キヤノン株式会社製の光沢紙ＰＲ１０１を用いた場合には、画像に
微小な乱流による影響が残ることもあった。しかし、本発明者らが鋭意検討を重ねた結果
、擬似中間調処理方法として画像を単位形状によって表す面積階調法を用いることが、上
記のような微小な乱流による影響を低減する上で有効であることを見出した。具体的には
、擬似中間調処理方法としてドット集中型の面積階調法を用いた２値化処理を採ることが
有効であることを見出した。この際、ドット集中型の画像の単位形状の整数倍の幅に高記
録比率領域の短冊を構成することで、画質を向上させることができることが明らかになっ
た。
【００７２】
　次に、本発明の実施形態における記録データの作成について説明する。　
　記録ヘッドを用いた記録データは、通常のインクジェットプリンタで用いられている手
法によって作成される。この実施形態では、図８に示すように、入力多値画像データ（例
えば、８ｂｉｔのＲＧＢデータ）を画素毎に各色ヘッドに対応する各色多値データ（例え
ば、８ｂｉｔのＣＭＹBkデータ）に変換（色分解）する（ステップＳ１）。その後、色分
解された各色多値データを誤差拡散法にてＫ値（例えば、１７値）に量子化し（ステップ
Ｓ２）、さらに、量子化されたＫ値に対応するドット配置パターンを選択することにより
２値化処理して２値の記録データを生成する（ステップＳ３）。この後、２値の記録デー
タを間引きマスクパターンによって分割し、分割したデータを記録ヘッドへと分配する（
ステップＳ４）。なお、量子化の段階を踏まずに、色分解された多値データを直接２値化
し、この２値データを記録ヘッドを駆動するための記録データとすることもできる。
【００７３】
　　図２６に、各色の多値データを２値の記録データへと変換する処理の一例を示す。こ
こでは、１７値に量子化された各色の多値データを、４×４の升目からなる記録マトリッ
クス（ドット配置パターンともいう）を一単位としたドット集中型の面積階調パターンに
変換し、これを各画素に割り当てることで２値データを得る。　ここに示すドット配置パ
ターンは、網点形状の画像を構成する目的で生成されたパターンとなっている。なお、図
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中の升目は、各ドットの形成位置を明らかにするため仮想的に示したものであり、この升
目は１２００ｄｐｉの解像度を有する。この１つの升目は、マスクパターンにおける１つ
のエリアに対応する。
【００７４】
　なお、４×４の記録マトリックスにおいて、ドット集中型の面積階調法によって１７階
調を表すパターンの一例を図３１に示す。図示のパターンは、表現すべき階調値が１階調
増加する毎に、１６個のマトリックスにおいて、より中央部に近い升目にドットを記録さ
せるパターンとなっている。なお、図３１では、１６個のパターンしか示されておらず、
一見すると１６階調ですあるが、実はこれらのパターン以外に、ドットを全く形成しない
階調値０のパターンが存在する。従って、図示される１６個のパターンに階調値０のパタ
ーンを加えた計１７個のパターンで１７階調の表現が実現される。　
　図２７は、図２６に示すドット集中型の面積階調パターンによって表される画像データ
を各記録走査に分割して記録する状態を示す図である。ここで、１画素に相当する単位形
状は、４×４の升目からなる記録マトリックスによって構成され、全体の画像はこの単位
形状を繰り返した構成となっている。なお、図中のＸ方向は、記録媒体上を記録ヘッドが
インク滴を吐出しつつ走査する方向を示し、Ｙ方向は記録ヘッドに設けられるノズル列の
配列方向を示している。また、図中、升目内を黒く塗り潰した場所がインク滴を吐出する
データを示している。　
　図１に示すフルライン型のインクジェット記録装置または図３に示すシリアル型のイン
クジェット記録装置によって記録動作を行う場合には、図２６に示す画像データを、この
実施形態におけるマスクパターンを用いて、図１７に示すように各走査毎に分配する。
【００７５】
　この場合、記録ヘッドとしては、同色を吐出する第１～第４のノズル列を有するものを
用意し、各ノズル列によって順次記録動作を行う。すなわち、走査方向（記録媒体の搬送
方向）において最上流側に位置する第１のノズル列によって図２７Ａに示したパターンデ
ータの記録（第１走査）を行う。続いて第２のノズル列によって図２７Ｂに示したパター
ンデータの記録（第２走査）を行う。続いて第３のノズル列によって図２７Ｃに示したパ
ターンデータの記録（第３走査）を行う。最後に第４のノズル列によって図２７Dに示し
たパターンデータの記録（第４走査）を行う。以上によって一色分の画像が完成する。
【００７６】
　また、図３に示すシリアル型のインクジェット記録装置により、図２６に示す画像デー
タを記録する場合には、記録ヘッドとして同色を記録するノズル列が２列（左列、右列）
を配置されたものを使用し、これらのノズル列を用いて２回の主走査で画像を記録する。
すなわち、第１回目の主走査では、左列により図２７Ａに示すパターンデータの記録（第
１走査）を行うと共に、右列により図２７Ｂに示すパターンデータの記録（第２走査）を
行う。次いで、第２回目の主走査では、左列により図２７Ｃに示すパターンデータの記録
（第３走査）を行うと共に、右列により図２７Ｃに示すパターンデータの記録（第４走査
）を行う。以上により１色分の画像が完成する。
【００７７】
　上記のような画像データの分割を行うマスクパターンＭの一例を図２８に示す。なお、
図中の丸数字１，２，３，４は、図２７第１走査、第２走査、第３走査、第４走査によっ
て記録され得る位置をそれぞれ示している。このマスクパターンを用いて、上記のような
分割記録を行うことにより、フルライン型、シリアル型のいずれのインクジェット記録装
置においても、記録ヘッドと記録媒体との間に生じる乱流レベルを低減することが可能と
なる。これにより、インク滴の着弾位置を高精度に保つことが可能になり、高品質な画像
を形成することが可能になる。
【００７８】
　このように、いずれの型のインクジェット記録装置においても、０．０８ｍｍの幅を有
する単位形状分の領域（高記録率領域）毎に記録が行われる。しかも同時に記録される単
位形状分の幅を有する領域の間には、記録の行われない３個の単位形状分の幅（０．２４
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ｍｍ幅）を有する領域（低記録率領域）が存在する。このため、記録ヘッドと記録媒体と
の間に発生する乱流は大幅に低減され、インク滴の着弾位置は、高精度に保たれる。さら
に、図２８に示すマスクパターンＭは、主走査方向において隣接する各単位形状が、副走
査方向へと上下に２ドット分だけずらした配置となっており、高記録率領域と低記録率領
域との境界が、連続的にノズルの配列方向に変化している（うねっている）。このため、
一回の走査において、ノズルの使用頻度を均一化することができ、記録ヘッド全体の寿命
を高めることができると共に、各領域間にスジむらが発生するの低減することができる。
【００７９】
　一方、図２９は、図２６に示すドット集中型の面積階調を行う画像データを、４回の記
録走査に分割した他の例を示す図である。この場合にも、升目は１２００ｄｐｉの解像度
であり、画像の単位形状は４×４で構成されており、高記録率領域は４ノズル列分に相当
する０．０８ｍｍとなっている。このため、乱流レベルを低減することができ、良好な品
質の画像を記録することができる。
【００８０】
　また、本発明は、ほぼ同一の色相を有し、かつ濃度の異なる複数種類のインクを吐出す
る記録ヘッドを用いるインクジェット記録装置や、異なるインク量のインク滴を吐出する
ノズルを配列した記録ヘッドを用いるインクジェット記録装置などにも適用可能である。
いずれの場合にも、使用するノズル列の数、インクの種類、記録媒体の種類、記録速度、
および記録するインク滴の量などに応じて、ノズル列に設定すべき高記録率領域と低記録
率領域の幅を設定すれば良い。
【００８１】
　一例として、６ｐｌを吐出するノズル（大ノズル）と、１ｐｌを吐出するノズル（小ノ
ズル）とを交互に配列すると共に、その配列密度を１２００ｄｐｉとした記録ヘッドを用
いて記録動作を行う場合の模式図を図１６に示す。ここでは、２個の大ノズルと２個の小
ノズルの合計４個のノズルを高記録率領域Ｈｎとして設定している。また、低記録率領域
Ｌｎも高記録率領域Ｈｎと同様に、合計４個の大、小のノズルによって設定しており、こ
れによって合計２回の走査で画像が完成される。　
　この場合にも、高記録率領域Ｈｎが０．０８ｍｍとなるため、低い乱流レベルでの記録
が可能となり、良好な画像を記録することができる。
【００８２】
　ところで、上記のような高密度なノズル列を比較的簡易にかつ低コストで実現できるイ
ンクジェット記録方式としては、例えば、熱エネルギーを利用して飛翔的液滴を形成し、
記録を行う記録ヘッドを用いたインクジェット記録方式がある。しかし、本発明は特にこ
れに限定されるものではない。
【実施例】
【００８３】
　次に、以下の実施例により本発明をより具体的に説明する。　
　〈実施例１〉
　図１に示すフルライン型のインクジェット記録装置において、図２に示すインクジェッ
ト記録ヘッドを用い、記録動作を行った。この際、記録ヘッドから吐出されるインクとし
ては、市販のＢＪＦ９００（本願出願人製）用のインクＢＣＩ６ブラックを用いた。なお
、各インク滴は、２．５±０．５ｐｌで吐出するようにした。　
　また、記録媒体としてはインクジェット専用フォト光沢紙（プロフォトペーパー、ＰＲ
１０１：本願出願人製）を用意した。
【００８４】
　図１７は、この実施例で用いる記録ヘッドのノズル列およびマスクパターンＭを模式的
に示す図である。なお、図１７に示す記録ヘッドは、実際には図２に示す構成を有するも
のであるが、ここでは、便宜上、図２に示す千鳥状に配列されたノズルを一列にみなして
記載してある。　
　図２のノズル列（中ノズル列）１７１，１７５からなる上流側の第１ノズル列１７Ａは
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、図１７Ｂにおいて丸数字１と丸数字５とで示される位置の記録データを記録する。なお
、図１７Ｂは間引き処理を行うマスクパターンＭを表している。
【００８５】
　続いて、図２の１７２，１７６からなる第２ノズル列１７Ｂは、図１７の丸数字２と丸
数字６で示す位置のデータを記録する。同様に第３ノズル列１７１Ｃは丸数字３と丸数字
７で示す位置のデータを、第４ノズル列１７１Ｄは、丸数字４と丸数字８に示す位置のデ
ータを記録する。
【００８６】
　図１７Ａにおいて、ノズル列１７１の中で二重丸を記したノズルからなる領域は、高記
録率領域である。この高記録領域は、１２００ｄｐｉの密度で４ノズル分の領域幅、すな
わち０．０８ｍｍの幅を有する短冊状の領域となっている。また、単に丸のみを記したノ
ズルは、低記録比率領域である。なお、ここでは低記録領域においてインク吐出を行って
いない。
【００８７】
　また、ノズル列１７１Ａ，１７１Ｄにおいて、各々を構成する２本の中ノズル列１７１
と１７５、および１７４と１７８は、いずれも端部をオーバーラップさせた状態で連結し
てあり、その連結部分に相当するノズルは各ノズル列とも高記録領域にしている。これに
より、つなぎ部の画像劣化を軽減することができる。
【００８８】
　記録動作における記録条件として、吐出の周波数を３０ｋＨｚとし、記録ヘッドと記録
媒体の相対移動速度を２５ｉｎｃｈ／ｓとして画像を形成した。その結果、乱流の影響と
みられる画像の劣化（濃度むら）は低減され、高品質な画像を得ることができた。
【００８９】
　〈比較例１〉
　上記実施例１と同様のインクジェット記録装置を用いて、図１８Ａに示すような、ノズ
ル列に対する画像データを均一に間引くマスクパターンＭ（図１８Ｂ参照）によって分割
記録を行った。この場合、乱流による影響とみられる濃度むらが発生し、品位の低い画像
しか得られなかった。
【００９０】
　〈実施例２〉
　上記実施例１と同様のインクジェット記録装置を用い、図１７に示すように高記録率領
域と低記録率領域とを設定した分割記録を行った。この際、高記録比率領域の幅は、１２
００ｄｐｉの密度のノズル列で１６ノズル分（０．３２ｍｍ）の幅に拡大した。このよう
にして記録を行った結果、乱流による影響とみられる濃度むらは発生せず高品位な画像が
得られた。
【００９１】
　〈実施例３〉
　上記実施例１と同様のインクジェット記録装置を用い、図１７に示すように高記録率領
域と低記録率領域とを設定した分割記録において、高記録比率領域の幅をさらに広げ、１
２００ｄｐｉの密度のノズル列で６４ノズル分（１．２ｍｍ）の幅として記録を行った。
この場合も、気流による影響とみられる濃度むらは低減され、高品位な画像が得られた。
しかしながら所定幅ピッチの筋むらが僅かながら視認された。
【００９２】
　〈比較例２〉
　上記実施例１と同様の記録装置を用いて、図１７に示すように高記録率領域と低記録率
領域とを設定した分割記録において、高記録比率領域の幅をさらに広げ、１２００ｄｐｉ
の密度のノズル列で１２８ノズル分（２．４ｍｍ）の幅とした。この場合には、所定幅ピ
ッチのスジが顕著に現れるようになり、高品位な画像とは言い難い状態となった。これは
気流による影響とみられる濃度むらが所定幅内に発生したことに起因するものと推察され
る。



(19) JP 4717620 B2 2011.7.6

10

20

30

40

50

【００９３】
　〈実施例４〉
　上記実施例１と同様の記録装置を用いると共に、図１９Ｂに示すように主走査方向に延
びる短冊状の高記録比率領域が記録媒体の搬送方向にうねるようなマスクパターンＭを用
いて画像データを間引き、図１９Ａに示すラインヘッド１７によって分割記録を行った。
その結果、乱流による影響とみられる濃度むらは発生せず高品位な画像が得られた。
【００９４】
　〈実施例５〉
　インクジェット記録ヘッドとして、図４に示すような平均２．５ｐｌを吐出するノズル
が７６８個１２００ｄｐｉで配置されたノズル列を有する記録ヘッド２２を用意し、これ
を図３に示すシリアル型のインクジェット記録装置に装着して記録を行った。各インク滴
は、２．５±０．５ｐｌで吐出するようにした。インクとしては、市販のＢＪＦ９００（
本願出願人製）用のインクＢＣＩ６ブラックを用いた。
【００９５】
　記録媒体としてはインクジェット専用フォト光沢紙（プロフォトペーパー、ＰＲ１０１
：本願出願人製）を使用した。
【００９６】
　ここで、図２０に同一の記録領域に対して２回の走査で画像を完成させる分割記録の様
子を示した。なお、図２０に示す記録ヘッドは、実際には図４に示す構成を有するもので
あるが、ここでは、便宜上、図４に示す千鳥状に配列されたノズルを一列にみなして記載
してある。　
　この記録動作においては、図２０の丸数字１で示す位置のデータを第１走査で記録する
。続いて図２０の丸数字２で示す位置のデータを第２走査で記録する。続いて第３走査に
おいて、図２０の丸数字３で示す位置を記録し、以上の動作を繰り返すことで画像を完成
させた。ここでノズル列のマスに二重丸を付したものは高記録率領域を示し、１２００ｄ
ｐｉで１２ノズル分の幅（０．２５ｍｍ）に設定されている。また、低記録率領域も同様
である。記録条件は、吐出の周波数を３０ｋＨｚとし、記録ヘッドと記録媒体の相対移動
速度を２５ｉｎｃｈ／ｓとした。　
　このような記録条件の下に記録動作を行った結果、乱流による影響とみられる濃度むら
は発生せず高品位な画像が得られた。
【００９７】
　〈比較例３〉
　上記実施例５と同様のインクジェット記録装置を用いて、図２１に示す間引きマスクパ
ターンにより記録ヘッド２２のノズル列に記録データを均一に分配し、分割記録を行った
。その結果、乱流による影響とみられる濃度むらが発生し、品位の低い画像しか得られな
かった。
【００９８】
　〈実施例６〉
　上記実施例４と同様のインクジェット記録装置を用いて、図２２に示すように高記録率
領域と低記録率領域の境界において、記録比率に勾配を持たせた間引きマスクパターンを
用いて画像データを間引き、記録ヘッド２２によって分割記録を行った。その結果、乱流
による影響とみられる濃度むらは発生せず、高品位な画像が得られた。
【００９９】
　〈実施例７〉
　上記実施例４と同様のインクジェット記録装置を用いて、図２３に示すように高記録率
領域を階段状にうねらせた間引きマスクパターンＭを用いて画像データを間引き、記録ヘ
ッド２２によって分割記録を行った。その結果、乱流による影響とみられる濃度むらは発
生せず、高品位な画像が得られた。
【０１００】
　〈実施例８〉
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　上記実施例４と同様のインクジェット記録装置を用いて、図２４に示すように、６００
ｄｐｉの密度でノズルを配列してなるノズル列内に、記録率９０％の高記録率領域と記録
率１０％の低記録率領域とを設定した。さらに、高記録率領域の幅を１．２ｍｍとして分
割記録を行った。その結果、乱流による影響にとみられる画像の劣化は低減され、高品質
な画像が得られた。
【０１０１】
　〈実施例９〉
　上記実施例４と同様のインクジェット記録装置を用いて、図２５に示すように高記録比
率領域の幅を０．０８ｍｍに取り、４回の走査に分配する間引きマスクパターンＭを用い
て画像データを間引き、記録ヘッド２２によって分割記録を行った。その結果、乱流によ
る影響とみられる濃度むらは発生せず高品位な画像が得られた。
【０１０２】
　〈実施例１０〉
　実施例４のインクジェット記録装置を用いて、図３１に示す面積階調を施した２値画像
データを図２７に示すように展開し、図２６に示す第１走査から第４走査の画像データに
従って、４パスのマルチパス記録を行った。この場合、画像の単位形状である記録マトリ
ックスは、４×４の升目によって構成し、各升目は１２００×１２００ｄｐｉの密度に設
定した。このため、画像の記録は、ノズル列方向において０．０８ｍｍ単位で繰り返され
、高記録率領域は０．０８ｍｍ幅を有する短冊状に形成された。その結果、記録された画
像には乱流による影響はみられず、良好な品質を得ることができた。
【０１０３】
　〈実施例１１〉
　実施例４と同様のインクジェット記録装置を用いて、図３１に示す面積階調を施した２
値画像データを図２７に示すように展開し、図２９に示す第１走査から第４走査の画像デ
ータに従って、４パスのマルチパス記録を行った。この場合においても、画像の単位形状
である記録マトリックスは、４×４の升目によって構成し、各升目は１２００×１２００
ｄｐｉの密度に設定した。これにより、画像の記録は、ノズル列方向において０．０８ｍ
ｍ単位で繰り返され、高記録率領域は０．０８ｍｍ幅を有する短冊状に形成された。従っ
て、この場合にも、記録された画像には乱流による影響はみられず、良好な品質を得るこ
とができた。
【０１０４】
　〈実施例１２〉
　実施例８と同様のインクジェット記録装置を用いて、図３０に示すように４×４の升目
からなる記録マトリックスを単位形状とする画像データに従って記録を行った。この場合
、高記録率領域の間に、前記単位形状の整数倍となる低記録率領域を含むように間引きマ
スクパターンＭを設定し、２パスのマルチパス記録を行った。各パスにおいては図２８の
高記録比領域と低記録率領域の位置に応じて記録を行った。記録マトリックスが４×４の
升目で構成し、各升目は１２００×１２００ｄｐｉの密度に設定した。これにより、画像
の記録は、ノズル列方向で０．０８ｍｍ単位で繰り返され、高記録率領域は０．３２ｍｍ
幅の短冊状に設定される。その結果、乱流による影響は低減され、良好な画質を得ること
ができた。
【０１０５】
　以上のように、本発明は、比較的短いノズル列を並設した記録ヘッドを用いるシリアル
型の記録装置でマルチパス記録などの分割記録を行う場合、また長尺なノズル列を複数並
設してなるフルライン型の記録装置によって記録を行う場合に有効である。すなわち、い
ずれの記録方式においても、記録ヘッドと記録媒体との間に発生する乱流によるインク滴
の着弾位置の変動を、著しく改善することができ、高速で高画質な記録物を得ることがで
きる。また、本発明はドット集中型面積階調法の記録に対し適切に利用でき、階調再現性
を維持しつつ高速記録が可能になる。
【０１０６】
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　本発明は、紙や布、革、不織布、ＯＨＰ用紙等、さらには金属などの記録媒体を用いる
機器すべてに適用可能である。具体的な適用機器としては、プリンタ、複写機、ファクシ
ミリ等の事務機器や工業用生産機器等を挙げることができる。　
　また、クラスター型あるいはドット集中型と呼ばれ、広く「網点階調法」として知られ
ている面積階調法を、インクジェット方式によるプリンタで実現する場合に、本発明は適
している。面積階調法を実現するプリンタとしては、印刷業で広く用いられているプルー
フ用途のプリンターがある。
　本出願は、２００４年１２月１３日に出願された特願２００４－３６０５１４に基づい
て優先権を主張し、前記日本国特許出願は、この参照によって本明細書に含まれる。
【図面の簡単な説明】
【０１０７】
【図１】本発明の実施形態に適用するフルライン型のインクジェット記録装置の概略構成
を示す斜視図である。
【図２】図１に示すインクジェット記録装置に用いるラインヘッドの一例を示す説明図で
ある。
【図３】本発明の実施形態に適用するシリアル型インクジェット記録装置の概略構成を示
す平面図である。
【図４】図３に示すインクジェット記録装置に用いる記録ヘッドの一例を示す説明図であ
る。
【図５】図３に示すインクジェット記録装置に用いる記録ヘッドの他の例を示す説明図で
ある。
【図６】インクジェット記録装置に用いられる記録ヘッドの内部構造を示す説明斜視図で
ある。
【図７】本発明の実施形態におけるインクジェット記録装置の制御系の概略構成を示すブ
ロック図である。
【図８】本発明の実施形態における画像処理を説明するフローチャートである。
【図９】本発明の実施形態におけるインク吐出動作の原理を説明する説明図である。
【図１０】本発明の実施形態におけるインク吐出動作およびインク滴の着弾状態の一例を
示す説明図である。
【図１１】本発明の実施形態におけるマスクパターンの一例を示す説明図である。
【図１２】本発明の実施形態におけるマスクパターンの他の例を示す説明図である。
【図１３】本発明の実施形態におけるマスクパターンの他の例を示す説明図である。
【図１４】本発明の実施形態におけるマスクパターンの他の例を示す説明図である。
【図１５】図１４に示すマスクパターンの高記録率領域の幅を広げたマスクパターンを示
す説明図である。
【図１６】本発明の実施形態におけるインク吐出動作およびインク滴の着弾状態の他の例
を示す説明図である。
【図１７】本発明の第１の実施例で用いるノズル列およびインク滴の着弾状態の他の例を
模式的に示す図である。
【図１８】本発明の実施例に対する比較例で用いるノズル列の他の例を模式的に示す図で
ある。
【図１９】本発明の第４の実施例で用いるノズル列の他の例を模式的に示す図である。
【図２０】本発明の第５の実施例で用いるノズル列およびマスクパターンの他の例を模式
的に示す図である。
【図２１】本発明の実施例に対する比較例で用いるノズル列およびマスクパターンの他の
例を模式的に示す図である。
【図２２】本発明の第６の実施例で用いるノズル列およびマスクパターンの他の例を模式
的に示す図である。
【図２３】本発明の第７の実施例で用いるノズル列およびマスクパターンの他の例を模式
的に示す図である。
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【図２４】本発明の第８の実施例で用いるノズル列およびマスクパターンの他の例を模式
的に示す図である。
【図２５】本発明の第９の実施例で用いるノズル列およびマスクパターンの他の例を模式
的に示す図である。
【図２６】本発明の実施形態においてドット集中型面積階調法を用いて記録される画像デ
ータの一例を示す説明図である。
【図２７】図２６に示す画像データを分割記録の各走査に対応して分割した一例を示す説
明図である。
【図２８】図２６に示す画像データを図２７に示す各画像データに分割するためのマスク
パターンを示す説明図である。
【図２９】図２７に示す画像データを分割記録の各走査に対応して分割した他の例を示す
説明図である。
【図３０】本発明の実施形態においてドット集中型面積階調法を用いて記録される画像デ
ータの他の例を示す説明図である。
【図３１】ドット集中型面積階調法による各階調値に対応したドット配置パターンを示す
説明図である。
【符号の説明】
【０１０８】
　１　フルライン型インクジェット記録装置
　２　シリアル型インクジェット記録装置
　１７　ラインヘッド
　１７Ａ～１７Ｄ　ノズル列
　２２　記録ヘッド
　２２Ａ～２２Ｄ　ノズル列
　７１　データ入力部
　７３　ＣＰＵ
　７５　ＲＡＭ
　７４　記憶媒体
　７６　画像処理部
　７７　画像記録部
　１１０　マスクパターン
　１２０　マスクパターン
　１３０　マスクパターン
　１４０　マスクパターン
　１５０　マスクパターン
　Ｍ　マスクパターン
　ｎ　ノズル
　Ｐ　記録媒体
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